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障害者の活動に対する支援制度の充実に関する意見書 

 

 障害者（児）の日中活動に関する支援体制は、特別支援学校卒業を機に「児童福

祉法」から「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」の適

用に切り替わります。この結果、学齢期においては、放課後等デイサービス事業に

より、平日午後６時頃まで家庭以外で集団生活や交流の場が整い、親の介護負担の

軽減と社会との関わりが保障されているものの、卒業後は、この夕方の時間帯にお

ける活動の場が少ないことから、通所施設と家との往復だけとなり、家族以外の人

との関わりが減り、社会人として自立する年齢になったときにスムーズに移行でき

ないのではないかといった不安の声が広がっています。また、家族が介護のために

仕事を辞めざるを得ないなどの課題が発生しています。 

 このような中、平成２８年４月に施行された「障害を理由とする差別の解消の推

進に関する法律」に基づき政府が定めた「障害を理由とする差別の解消の推進に関

する基本方針」において、法の基本的な考え方として「日常生活や社会生活におけ

る障害者の活動を制限し、社会への参加を制約している社会的障壁を取り除くこと

が重要である」と明記されています。 

 同法の目的・理念を達成するためには、幼少期から高校卒業以降、成人に至るま

で切れ目のない支援が必要です。しかし、高校卒業後の障害者の活動に対する夕方

までの公的な支援制度がありません。 

 よって、墨田区議会は、国会及び政府に対し、夕方までの預かりを含む、障害の

ある青年・成人の日常生活及び社会生活に対する総合的な支援制度を、「障害者の

日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」における地域生活支援事業

として位置付け、十分な予算措置を講ずるよう強く要望します。 

 以上、地方自治法第９９条の規定に基づき、意見書を提出します。 
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